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イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

福
祉
・
医
療

保　
健

「高齢者見守り隊」ステッカー

福
祉・医
療

「
高
齢
者
見
守
り
隊
」を
募
集

　
市
で
は
、
高
齢
者
が
地
域
で
安
全
に

安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
環
境

づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

●「
高
齢
者
見
守
り
隊
」に
よ
る
見
守
り

＝
地
域
の
方
々
と
関
わ

り
を
持
っ
て
い
る
事
業

者
が
市
と
協
定
書
を
締

結
し
、「
高
齢
者
見
守

り
隊
」と
し
て
日
常
業

務
の
中
で
、
声
掛
け
や

家
の
外
か
ら
の
確
認
な
ど
を
行
い
ま
す
。

必
要
に
応
じ
て
関
係
機
関
に
連
絡
し
、

専
門
の
職
員
な
ど
に
よ
る
対
応
を
図
り

ま
す
。
緊
急
時
に
は
警
察
・
消
防
へ
通

報
し
ま
す
。

●
事
業
者
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
＝
事
業

者
の
皆
さ
ん
が
、
高
齢
者
の
方
に
声
掛

け
や
見
守
り
の
活
動
を
行
う
こ
と
で
、

早
期
に
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

●「
高
齢
者
見
守
り
隊
」の
ス
テ
ッ
カ
ー

を
配
布
＝
登
録
事
業
者
の
店
舗
や
車
両

に「
高
齢
者
見
守
り
隊
」ス
テ
ッ
カ
ー
の

表
示
を
依
頼
し
ま
す
。

■問
い
き
い
き
支
援
課（
☎
２３１-

１
３
４
０
）

敬
老
の
お
祝
い
を
贈
呈
し
ま
す

■対
９
月
１
日
現
在
、
市
内
に
６
カ
月
以

上
居
住
し
、
平
成
２５
年
度
中
に
８０
歳（
昭

和
８
年
４
月
２
日
～
昭
和
９
年
４
月
１

日
生
ま
れ
）、
８８
歳（
大
正
１４
年
４
月
２

日
～
大
正
１５
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）、
９９

歳（
大
正
３
年
４
月
２
日
～
大
正
４
年
４

月
１
日
生
ま
れ
）を
迎
え
る
方　
■申
９
月

に
民
生
委
員
、
総
合
支
所
な
ど
を
通
じ

て「
お
祝
い
状
」と「
敬
老
祝
品
申
込
用

紙
」を
届
け
ま
す
。
添
付
は
が
き
で
申

し
込
み
を
。

■問
い
き
い
き
支
援
課（
☎
２３１-

１
１
６
８
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎

２８７-
４
０
０
６
）、
豊
田（
☎
７６６-

２
６
８

７
）、
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
２
１
）、
豊
北

（
☎
７８２-
１
９
２
４
）

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー
１００
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
「
い
き
い
き
シ
ル
バ
ー
１００
」は
、
高
齢

者
の
方
が
サ
ン
デ
ン
交

通
バ
ス
、
ブ
ル
ー
ラ
イ

ン
交
通
バ
ス
、
市
生
活

バ
ス
、
市
営
渡
船（
六

連
島
、
蓋
井
島
航
路
）を

１
回
１００
円
で
利
用
で
き
る
助
成
証
で
す
。

■対
市
内
在
住
で
平
成
２５
年
度
中
に
７０
歳

以
上
に
な
る
方（
昭
和
１９
年
４
月
１
日

以
前
に
生
ま
れ
た
方
）　
■期
９
月
１５
日
～

１１
月
３
日
、
１１
月
～
平
成
２６
年
３
月
ま

で
の
ノ
ー
マ
イ
カ
ー
デ
ー　
■申
８
月
９

日（
金
）ま
で
に
、
市
報
７
月
号（
１８
㌻
）

に
掲
載
の
申
請
書
で
申
請
を
。
※
期
限

後
も
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
が
、
助
成

証
の
発
送
が
遅
れ
る
場
合
あ
り　
※
申

請
書
は
、
い
き
い
き
支
援
課
、
各
総
合

支
所
市
民
生
活
課
、
各
支
所
、
各
サ
テ

ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
、
公
民
館（
西
部
、

北
部
、
玄
洋
、
長
府
東
、
川
中
、
吉
母
）

の
窓
口
に
設
置
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

■問
い
き
い
き
支
援
課（
☎
２３１-

１
１
６
８
）

特
別
障
害
者
手
当
等
の
現
況
届
を

　
特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手

当
、
経
過
的
福
祉
手
当
の
認
定
を
受
け

て
い
る
方
は
現
況
届
・
所
得
状
況
届
を
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受
け
て

い
る
方
は
所
得
状
況
届
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
提
出
が
な
い
と
、
引
き
続
き

手
当
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

■申
８
月
１２
日
～
９
月
１０
日
に
、
障
害
者

支
援
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
へ
。

■問
障
害
者
支
援
課（
☎
２３１-

１
９
１
７
）

ひ
と
り
親（
母
子
・
父
子
）家
庭
等
医
療
費

受
給
者
証
の
更
新
は
お
済
み
で
す
か

　
有
効
期
限
が
平
成
２５
年
７
月
３１
日
ま

で
の
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
者

証
を
持
っ
て
い
る
方
は
、
至
急
、
更
新

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■対
①
市
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯（
年

少
扶
養
控
除
等
の
廃
止
前
の
方
法
で
再

計
算
し
た
所
得
割
が
０
円
と
な
る
場
合

を
含
む
）＝
１８
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
３
月
３１
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児

童
を
扶
養
し
て
い
る
父
・
母
・
養
育
者

と
児
童　
②
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
と

同
様
の
所
得
水
準
の
世
帯
＝
小
学
校
卒

業
ま
で
の
児
童
の
み　
③
所
得
制
限
な

し
＝
義
務
教
育
就
学
前
児
の
み　
■持
健

康
保
険
証
、
印
鑑
、
ひ
と
り
親
家
庭
を

証
明
す
る
物（
児
童
扶
養
手
当
証
書
、
民

生
委
員
の
証
明
な
ど
）、
平
成
２５
年
１
月

２
日
以
降
転
入
の
方
は
、
平
成
２５
年
度

所
得
課
税
証
明
書（
転
入
家
族
全
員
分
）

■申
こ
ど
も
家
庭
課
、
各
総
合
支
所
市
民

生
活
課
、
各
支
所
へ
。

■問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
２３１-

１
９
２
８
）

交
通
遺
児
等
育
成
資
金
貸
付（
無
利
子
）

■対
自
動
車
事
故
で
死
亡
・
重
度
後
遺
障
害

者
に
な
っ
た
方
の
子
ど
も（
中
学
生
ま
で
）

を
扶
養
し
て
い
る
保
護
者　
■内
貸
付
額

▽
初
回
一
時
金
＝
１５
万
５
０
０
０
円　

▽
毎
月
＝
２
万
円　
▽
入
学
支
度
金
＝

４
万
４
０
０
０
円　
▽
貸
付
期
間
＝
貸

付
決
定
月
か
ら
中
学
卒
業
ま
で　
■申
電

話
で
、
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故

対
策
機
構
山
口
支
所（
☎
０８３-

９２４-

５
４

１
９
）へ
。

■問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
２３１-

１
９
２
８
）

ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト

　
「
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
」と
は「
絵
本
」を

介
し
て
赤
ち
ゃ
ん
と
周
り
の
大
人
が
心

安
ら
ぐ
楽
し
い
語
り
合
い
の
ひ
と
と
き

を
持
つ
こ
と
を
応
援
す
る
運
動
で
す
。

　
１
冊
目
の
絵
本
は
保
健
師
や
助
産
師

な
ど
に
よ
る「
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん

訪
問
」の
際
に
、
２
冊
目
は
１
歳
６
カ

月
児
健
康
診
査
の
会
場
で
渡
し
ま
す
。

■問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
２３１-

１
３
５
３
）、

菊
川
図
書
館（
☎
２８７-

０
１
０
２
）、
豊
田

図
書
館（
☎
７６６-

３
４
３
２
）、
豊
浦
図
書

館（
☎
７７５-
４
１
８
０
）、
豊
北
図
書
室

（
☎
７８２-
１
７
１
８
）

発
達
障
害
理
解
セ
ミ
ナ
ー
　
基
調
講
演

「
大
人
の
発
達
障
害
へ
の
理
解
」

■日
８
月
２９
日（
木
）午
後
６
時
３０
分
～
８

時　
■所
海
峡
メ
ッ
セ
下
関
９
階
海
峡
ホ
ー

ル（
豊
前
田
町
三
丁
目
）　
■内
▽
発
達
障

害
者
へ
の
就
労
支
援
他
事
例
報
告
＝
午

後
６
時
３０
分
／
医
療
法
人
あ
ず
ま
会　

▽
基
調
講
演「
大
人
の
発
達
障
害
へ
の

理
解
～
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
て
い
る
彼

ら
と
ど
う
向
き
合
う
か
～
」＝
午
後
７

時
／
本
田
秀
夫
氏（
山
梨
県
こ
こ
ろ
の

発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
）

■問
障
害
者
支
援
課（
☎
２３１-

１
９
２
０
）

重
度
後
遺
障
害
者
介
護
料
支
給

■対
自
動
車
事
故
に
よ
り
脳
、
脊
髄
か
胸

腹
部
臓
器
を
損
傷
し
、
常
時
・
随
時
介

護
を
必
要
と
す
る
重
度
の
後
遺
障
害
者

■料
▽
介
護
料
＝
月
額
２
万
９
２
９
０
円
～

１３
万
６
８
８
０
円
の
範
囲
で
症
状
に
応

じ
て
支
給　
■申
電
話
で
、
独
立
行
政
法

人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
山
口
支
所

（
☎
０８３-

９２４-

５
４
１
９
）へ
。

■問
障
害
者
支
援
課（
☎
２３１-

１
９
１
７
）

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
を

　
児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受
け
て
い

る
方
は
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
が
な
い
場
合
、
手
当
を
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
。

■期
８
月
１
日
～
３０
日　
■申
市
役
所
７
階

大
会
議
室
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

※
住
所
地
管
内
の
窓
口
へ
提
出
を

■問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
２３１-

１
９
２
８
）


